
四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例ここに公布す

る。 

平成２９年１２月２５日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市条例第２５号 

四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例（昭和５２年四日市市条例第３１

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（指定管理者の業務の範囲） （指定管理者の業務の範囲） 

第４条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次のとおりとする。 

第４条 指定管理者が行う業務の範囲

は、次のとおりとする。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 前３号に定めるもののほか、運動

施設の運営に関して市長が必要と認

めた業務 

(4) 前３号に定めるもののほか、運動

施設の運営に関して四日市市教育委

員会（以下「委員会」という。）が必

要と認めた業務 

  

（使用の制限） （使用の制限） 

第６条 指定管理者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、運動施設の使

用を許可しない。 

第６条 指定管理者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、運動施設の使

用を許可しない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) その他市長において適当でないと

認めるとき。 

(3) その他委員会において適当でない

と認めるとき。 

  

（利用料金） （利用料金） 

第７条 運動施設の使用について許可を

受けた者（以下「使用者」という。）

第７条 運動施設の使用について許可を

受けた者（以下「使用者」という。）



は、許可と同時に利用料金を前納しな

ければならない。ただし、別に市長が

定める基準に従い、指定管理者が特別

の理由があると認めたときは、使用後

に納付することができる。 

は、許可と同時に利用料金を前納しな

ければならない。ただし、別に委員会

が定める基準に従い、指定管理者が特

別の理由があると認めたときは、使用

後に納付することができる。 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

第２から別表第５までに定める額の範

囲内において指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定める額とする。た

だし、設備器具及び備付物品について

は、４，２００円以内の範囲内で指定

管理者があらかじめ市長の承認を得て

定める額とする。 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

第２から別表第５までに定める額の範

囲内において指定管理者があらかじめ

委員会の承認を得て定める額とする。

ただし、設備器具及び備付物品につい

ては、４，２００円以内の範囲内で指

定管理者があらかじめ委員会の承認を

得て定める額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる利用料金及び回数使用券につ

いて、当該各号に定めるものが使用す

る場合の利用料金の額は、それぞれ別

表第２から別表第４までに定める額の

範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額とす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる利用料金及び回数使用券につ

いて、当該各号に定めるものが使用す

る場合の利用料金の額は、それぞれ別

表第２から別表第４までに定める額の

範囲内において、指定管理者があらか

じめ委員会の承認を得て定める額とす

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 個人利用料金 中学生以下及び市

内の心身障害者で、受付において身

体障害者手帳、療育手帳又は精神障

害者保健福祉手帳を提示した者 別

表第３ 

(2) 個人利用料金 中学生以下及び市

内の心身障害者で、受付において身

体障害者手帳又は療育手帳等を提示

した者 別表第３ 

(3) 回数使用券 中学生以下及び市内

の心身障害者で、受付において身体

障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳を提示した者 別表

第４ 

(3) 回数使用券 中学生以下及び市内

の心身障害者で、受付において身体

障害者手帳又は療育手帳等を提示し

た者 別表第４ 



４ （略） ４ （略） 

  

（利用料金の減免） （利用料金の減免） 

第８条 指定管理者は、別に市長が定め

る基準に従い、利用料金を減免するこ

とができる。 

第８条 指定管理者は、別に委員会が定

める基準に従い、利用料金を減免する

ことができる。 

  

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等） 

第１１条 指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、使用の条件

を変更し、若しくは使用を停止し、又

は使用の許可を取り消すことができ

る。 

第１１条 指定管理者は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、使用の条件

を変更し、若しくは使用を停止し、又

は使用の許可を取り消すことができ

る。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) その他市長において特に必要が

あると認めたとき。 

(3) その他委員会において特に必要

があると認めたとき。 

  

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１４条 使用者は、運動施設を使用中

に建物、設備器具及び備付物品を損傷

し、又は滅失したときは、市長の定め

るところに従い、速やかに原状に回復

し、又はその損害を賠償しなければな

らない。 

第１４条 使用者は、運動施設を使用中

に建物、設備器具及び備付物品を損傷

し、又は滅失したときは、委員会の定

めるところに従い、速やかに原状に回

復し、又はその損害を賠償しなければ

ならない。 

  

（委任） （委任） 

第１６条  この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

第１６条  この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項

は、委員会が別に定める。 

  

 



 

改正後 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

（略） 

霞ケ浦運動用舟艇場 〃 

霞ケ浦テニスコート 〃 

中央緑地体育館 四日市市日永東一丁目３番２１号 

（略） 

中央緑地陸上競技場 〃 

中央緑地フットボール場 〃 

楠緑地多目的運動場 四日市市楠町北五味塚１２１５番地１ 

（略) 
 

 

改正前 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

（略） 

霞ケ浦運動用舟艇場 〃 

中央緑地体育館 四日市市日永東一丁目３番２１号 

（略） 

中央緑地陸上競技場 〃 

楠緑地多目的運動場 四日市市楠町北五味塚１２１５番地１ 

（略） 
 

 

改正後 

別表第２（第７条関係） 



専用利用料金の上限額 

名称 使用 区分 使用時間及び期間 

午前（午

前９時か

ら正午ま

で） 

午後（午後

１時から午

後４時３０

分まで） 

夜間（午後

５時３０分

から午後９

時まで） 

全 日 （ 午

前 ９ 時 か

ら 午 後 ９

時まで） 

（略） 

本 郷 河 川 敷 グ

ラウンド 

 （略） 

霞 ケ

浦 テ

ニ ス

コ ー

ト 

屋 外

コ ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 ６９０円 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 １，３８０円 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 ３，４５０円 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 １３，８００円 

屋 根

付 コ

ート 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 ９４０円 



合 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 １，８８０円 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 ４，７００円 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 １８，８００円 

サ ブ

コ ー

ト 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 １，０４０円 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 ２，０８０円 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 ５，２００円 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 



る場合 １面につき１時間 ２０，８００円 

メ イ

ン コ

ート 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 １，３８０円 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面につき１時間 ２，７６０円 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面１時間につき ６，９００円 

入 場 料

金 の 類

を 徴 す

る場合 

午前６時から午後９時まで（ただし、１２月１

日から翌年２月末日までは午前７時から午後９

時まで） 

１面１時間につき ２７，６００円 

中 央

緑 地

フ ッ

ト ボ

ー ル

場 

Ａ フ

ィ ー

ルド 

Ｂ フ

ィ ー

ルド 

Ｃ フ

ィ ー

ルド 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日

から１０月３１日までは午前６時から午後９時

まで） 

１時間につき ３，０００円 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入 場 料

金 の 類

を 徴 し

な い 場

合 

午前９時から午後９時まで（ただし、４月１日

から１０月３１日までは午前６時から午後９時

まで） 

１時間につき １５，０００円 

備考 

１及び２ （略） 



３ 高校生以下の生徒が構成員の半数を超える市内の団体が中央緑地フットボール場

を使用する場合の利用料金は、規定料金の１００分の５０の額とする。 

４ （略） 

５ （略） 

６ 前４項の場合において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを四捨

五入するものとする。 

 

改正前 

別表第２（第７条関係） 

専用利用料金の上限額 

名称 使用 区分 使用時間及び期間 

午前（午

前９時か

ら正午ま

で） 

午後（午後

１時から午

後４時３０

分まで） 

夜間（午後

５時３０分

から午後９

時まで） 

全 日 （ 午

前 ９ 時 か

ら 午 後 ９

時まで） 

（略） 

本 郷 河 川 敷 グ

ラウンド 

 （略） 

備考 

１及び２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ 前３項の場合において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを四捨

五入するものとする。 

 

改正後 

別表第３（第７条関係） 

個人利用料金の上限額（普通使用券） 

名称 使用時間 使用区分 備考 

一般 中学生以

下 



（略） （略） 

中央緑地陸上競技

場（中央緑地フッ

トボール場Ａフィ

ールド） 

午前９時から 

午後９時まで 

２２０円 １００円 

 （略） 

備考 

１ 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金は、規定料金の１０

０分の５０の額とする。この場合において、その額に１０円未満の端数が生じた

ときは、これを四捨五入するものとする。 

２ 中央緑地フットボール場Ａフィールドは、工事等による中央緑地陸上競技場の

閉鎖時における代替施設としての利用に限るものとする。 

 

改正前 

別表第３（第７条関係） 

個人利用料金の上限額（普通使用券） 

名称 使用時間 使用区分 備考 

一般 中学生以

下 

（略） （略） 

中央緑地陸上競技

場 

午前９時から 

午後９時まで 

２２０円 １００円 

 （略） 

備考 

市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳又はこれらに代わ

るものを提示した者の利用料金は、規定料金の１００分の５０の額とする。この場

合において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するもの

とする。 

 

 



改正後 

別表第４（第７条関係） 

回数使用券の上限額 

 （略） 

備考 

１ 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金は、規定料金の１０

０分の５０の額とする。 

２ 共通回数使用券により使用できる施設は、中央緑地体育館、中央緑地第２体育

館、中央緑地トレーニング場、中央緑地陸上競技場（中央緑地フットボール場Ａ

フィールド）、松原テニスコート、霞ケ浦プール、三滝武道館及び楠緑地体育館と

する。 

 

改正前 

別表第４（第７条関係） 

回数使用券の上限額 

 （略） 

備考 

１ 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳又はこれらに代

わるものを提示した者の利用料金は、規定料金の１００分の５０の額とする。 

２ 共通回数使用券により使用できる施設は、中央緑地体育館、中央緑地第２体育

館、中央緑地トレーニング場、中央緑地陸上競技場、松原テニスコート、霞ケ浦

プール、三滝武道館及び楠緑地体育館とする。 

 

改正後 

別表第５（第７条関係） 



会議室利用料金の上限額 

名称 時間区分 

午前 

（ 午 前 ９ 時

か ら 正 午 ま

で） 

午後 

（ 午 後 １ 時

か ら 午 後 ５

時まで） 

夜間 

（ 午 後 ５ 時

３ ０ 分 か ら

午 後 ９ 時 ま

で） 

全日 

（午前９時

から午後９

時まで） 

(略) 

楠 緑 地 体 育 館 ミ ー テ

ィングルーム 

１時間につき２２０円 

霞 ケ 浦

テ ニ ス

コート 

会議室Ａ １時間につき３６０円 

会議室Ｂ 

多目的室Ａ 

多目的室Ｂ 
 

 

改正前 

別表第５（第７条関係） 

会議室利用料金の上限額 

名称 時間区分 

午前 

（ 午 前 ９ 時

か ら 正 午 ま

で） 

午後 

（ 午 後 １ 時

か ら 午 後 ５

時まで） 

夜間 

（ 午 後 ５ 時

３ ０ 分 か ら

午 後 ９ 時 ま

で） 

全日 

（午前９時

から午後９

時まで） 

(略) 

楠 緑 地 体 育 館 ミ ー テ

ィングルーム 

１時間につき２２０円 

 

 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第４条、第６条、第７条（同条第３項第２号及び第３号を除く。）、第８

条、第１１条、第１４条及び第１６条の改正 平成３０年４月１日 

 (2) 別表第１、別表第２及び別表第５に霞ケ浦テニスコートの項を追加する改

正 規則で定める日 

 (3) 別表第１に中央緑地フットボール場の項を加える改正、別表第２に中央緑

地フットボール場を加える改正及び同表の備考の改正、別表第３の中央緑地

陸上競技場の項の改正及び同表の備考を備考１とし、備考１の次に備考２を

加える改正並びに別表第４の備考２の改正 規則で定める日 

（ 経過 措置 ）  

２  次 の各 号に 掲げ る運 動施 設に つい ては 、当 該各 号に 掲げ る日 から 平成 ３

１ 年３ 月３ １日 まで の間 、こ の条 例に よる 改正 後の 四日 市市 運動 施設 の設

置 及び 管理 に関 する 条例 （以 下「 新条 例」 とい う。 ）第 ３条 の規 定に 関わ

ら ず、 市長 が、 同条 に規 定す る運 動施 設の 管理 を行 うも のと する 。  

 (1) 霞ケ浦テニスコート 前項第２号に掲げる日 

 (2) 中央緑地フットボール場 前項第３号に掲げる日 

３  前 項の 規定 によ り市 長が 運動 施設 の管 理を 行う 場合 にお ける 新条 例の 規

定 の適 用に 関し 必要 な技 術的 読替 えは 、規 則で 定め る。  

４  前 ２項 の規 定に より 、第 ２項 に掲 げる 運動 施設 につ いて 市長 が行 った 処

分 、手 続そ の他 の行 為又 は市 長に 対し てな され た申 請そ の他 の行 為は 、平

成 ３１ 年４ 月１ 日以 後、 同日 にお ける 指定 管理 者が 行っ た処 分、 手続 その

他 の行 為又 は同 日に おけ る指 定管 理者 に対 して なさ れた 申請 その 他の 行為

と みな す。  

（ 準備 行為 ）  

５  霞 ケ浦 テニ スコ ート 及び 中央緑地フットボール場の 使用 許可 に関 し必 要

な 手続 その 他の 行為 は、 第１ 項各 号に 掲げ る日 前に おい ても 行う こと がで

き る。  

６  平 成３ ０年 ４月 １日 前に 前項 に規 定す る行 為を 行う 場合 にお ける 第２ 項

及 び 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 市 長 」 と あ る の は 、

「 教育 委員 会」 と、 「規 則」 とあ るの は「 教育 委員 会規 則」 と読 み替 えて



適 用す るも のと する 。  

（ 教育 委員 会ス ポー ツ課 ）  


